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令和５年度　入札監視委員会議事概要 

東北防衛局 

　開催日及び場所　 　令和６年２月２０日（火）東北防衛局　８階　第２会議室

　委 員 　委　員　長：梶 川  伸 哉 (大学教授） 
　委　　　員：上 林  佑 (弁護士） 
　委　　　員：伊 永  大 輔 (大学教授） 
　委　　　員：棚 橋　則 子 (大学准教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
Ⅰ　防衛省発注機関が発注する建設工事等に関する審議 
 

 審議対象期間 東北防衛局　令和５年１０月１日　～　令和５年１２月２８日

 審議対象件数 ４６件

１　入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について）

抽出件数 　１３件 （審議概要） 
 

  一般競争（政府調達協定対象） 　　１件 ・契約状況の説明 
 ・抽出案件の概要説明 

建  一般競争（政府調達協定対象外） 　１２件 ・抽出案件の審議 
設  
工  指名競争 　　０件 【報告事項】 
事 ・指名停止措置状況 
等  企画競争 　　０件 ・低入札価格調査実施状況 

 随意契約 　　０件

 意見・質問 回答
 
○委員から 【抽出案件】  
の意見質問   
 １）業務に係る１者応札について  
○それに対   
する回答等 ①海自大湊（５）油脂庫新設土木設計  

②海自大湊外（５）建築工事監理業務  
③三沢（５）建築工事監理業務  
④海自八戸外（５）建築工事監理業務  
⑤空自秋田外（５）建築工事監理業務  
⑥陸自秋田外（５）設備工事監理業務  

  ⑦神町外（５）設備工事監理業務
  ⑧郡山外（５）建築工事監理業務

 ⑨三沢外（５）隊舎空調機改修設備そ
  の他調査検討

  
・上記、事案は、応札者が１者となって ・①から⑨の入札参加条件は、概算金額
いるが、公告に示された入札参加条件 から一般競争参加資格の級別格付を設定
は、特定の者を指定するものではない し緩和された実績等を条件としているこ
か。具体的に入札参加条件を説された とから、幅広く応募を募るものであり、
い。 特定のものを指定するものではありませ
 ん。 
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 意見・質問 回答
 
○委員から ・令和５年６月２８日の入札監視委 ・業務にかかる１者応札事案は、「技術者
の意見質問 員会で「技術者不足が要因」とのこ 不足が要因」と聞き取っています。その他
 とであったが、本件についても技術 に、地理的要因、地区数、事業者母体数、
○それに対 者不足が要因と考えられるのか。 事業規模の大小などが要因とも考えられま
する回答等  す。 

  
・技術者不足を踏まえ、要件を緩和 ・文書は令和５年１１月に本省より発出さ
する文書が発出されたと聞いている れました。内容は、次のとおりとなりま
が、文書の内容と実施した結果につ す。 

  いて説明されたい。
 　1)企業に求める実績の緩和 
 　2)配置予定管理技術者に求める経験の緩
 　　和 
 　3)企業の業務成績に係る実績評価の対象
 　　範囲の拡大 
 　4)優秀業務顕彰等に係る実績評価の対象
 　　範囲の拡大 

  
  　その他の対策として

  
 　5)コンサルタント等協会など関係団体へ
 　　の説明 
 　6)新規事業者の参入のためのＰＲ 

  
 といった広報活動を行っています。 

  
 　結果については、発出された文書の時期
 から事案数が少なく、今後、精査が必要と
 考えます。 

  
・１者応札の改善に向けた更なる対 ・今後の対応ですが、前述の精査結果を踏
応は、「同種実績の緩和」「格付の まえ対応したいと考えます。 

 拡大（上下共）」「発注規模の拡大
 縮小」など多岐にわたる対策の継続

的な実施や評価点の得にくい方式
（実績を主な評価）から評価点の得
やすい方式（特定テーマを評価）の
採用等、今後の対応を説明された

 い。
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 意見・質問 回答
 
○委員から ２）工事に係る１者応札について  
の意見質問   
 ①空自大湊（５）宿舎改修建築工事  
○それに対 ②空自大湊（５）宿舎改修機械工事  
する回答等 ③三沢（５）空調機改修機械その他  

  工事
 ④岩手（５）倉庫新設等建築その他

  工事
  

・上記、事案は、応札者が１者とな ・①から④の入札参加条件は、概算金額か
っているが、公告に示された入札参 ら一般競争参加資格の級別格付を設定し緩
加条件は、特定の者を指定するもの 和された実績等を条件としていることか
ではないか。具体的に入札参加条件 ら、幅広く応募を募るものであり、特定の
を説されたい。 ものを指定するものではありません。 

  
・令和５年６月２８日の入札監視委 ・工事にかかる１者応札事案は、「技術者
員会で「技術者不足が要因」とのこ 不足が要因」と聞き取っています。その他
とであったが、本件についても技術 に、事業規模の大小などが要因とも考えら
者不足が要因と考えられるのか。 れます。 

  
・事業規模の大小について、説明さ ・①の詳細ですが、全24戸の内16戸は前年

 れたい。 度に既発注、残りの住戸８戸の発注事案と
 なります。そのため、既発注の受注者のみ

  の参加となりました。
  

  ・分割した理由を説明されたい。 ・予算上の都合になります。
  

・技術者不足を踏まえ、要件を緩和 ・文書は令和５年７月に本省より発出され
する文書が発出されたと聞いている ました。内容は、次のとおりとなります。 

 が、文書の内容と実施した結果につ
いて説明されたい。 　1)企業に求める実績の緩和 

　2)配置予定技術者に求める経験の緩和 
　3)企業の工事成績に係る実績評価の対 
　　象範囲の拡大 
　4)優秀工事等顕彰等に係る実績評価の対
　　象範囲の拡大 
　5)配置予定技術者の工事成績に係る実績
　　評価の対象範囲の拡大 
　6)難工事に係る実績評価の対象範囲の拡
　　大 
 
　また、同年１０月に文書が発出され更な
る取り組みがなされました。 
 
　7)監理技術者に求める参加要件の緩和 
 

 　その他の対策として
 
　8)コンサルタント等協会など関係団体へ
　　の説明 
　9)新規事業者の参入のためのＰＲ 
 
といった広報活動を行っています。 
 
　結果については、発出された文書の時期
から事案数が少なく、今後、精査が必要と
考えます。
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 意見・質問 回答
 
○委員から ・１者応札の改善に向けた更なる対 ・今後の対応ですが、前述の精査結果を踏
の意見質問 応策は、「地域に係る要件」「同種 まえ対応したいと考えます。 
 実績の緩和」「格付の拡大（上下
○それに対 共）」「発注規模の拡大縮小」など
する回答等 多岐にわたる対策の継続的な実施や
 評価点の得にくい方式（実績を主な
 評価）の採用から評価点の得やすい
 方式（特定テーマを評価）の採用

  等、今後の対応を説明されたい。
  

 <総括> 
 　実績、経験の緩和、対象範囲の拡
 大など実施した施策並びに説明会、
 ＰＲの効果を期待し、今後に注視し
 たいと思います。

 談合疑義件数 ０件  （審議概要） なし 
 

 談合情報点検結果疑義 ０件  
０件

項目 意見・質問 回答

 委員からの意見・質問 ・なし
 それに対する回答等

 委員会による意見の具 ・なし  
申又は勧告の内容

３　入札結果の事後的・統計的分析結果について（公正入札調査会議への報告内容の確認等）

 審議概要 ・審議事案に係る過去５年間の実績報告を行った。

 再苦情処理 ・該当事案なし


